
児童育成クラブの勤怠管理システムの導入について

児童育成クラブ（以下「クラブ」という。）に勤務する放課後児童支援員（以下「指導員」という。）の勤怠管理について調査したところ、
主任指導員は児童の見守り・指導等の業務以外に、市指定の勤務管理表へのデータ入力をはじめ、指導員の休暇管理、給与の支払い
業務等、多くの事務負担が生じていることが分かりました。
また、職員についても、指導員の配置が国の定める基準に適合しているか等を確認し、国や県に補助金申請を行うため、これまで年度

末に一斉に全５５クラブから提出された書類について、短期間で目視確認しなければならない等、かなりの業務負担が生じていました。
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報告事項（６） (子育て支援課)

目 的

指導員の事務負担を軽減するため、令和7年12月から、全55クラブに
勤怠管理システムを導入し、運用を開始しています。これにより、指導員に
おいては、勤怠管理表へのデータ入力が不要となる等、事務処理時間の
削減が図られるとともに、児童と向き合う時間が増加することで、保育の質
の向上にもつながることが期待されます。
また、職員においても、システムから抽出したデータを活用し、開所要件
を満たす日数や指導員配置基準等の確認が自動で判定できるようになる
等、事務改善を図ることができます。

３ 導入スケジュール

年月 導入スケジュール

令和7年9月 ・指導員操作研修（全体研修）

10月
・指導員操作研修（クラブ単位研修）
・操作体験等テスト運用開始

12月
・運用実施
・新年度に向けて課題検討

令和8年4月 ・本格運用開始予定
出勤時と退勤時に打刻 打刻時間が自動で登録される
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